
条

例

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
、
福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
福
島
県
高
校
生
修
学
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
、
福
島
県
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び
福
島
県
奨
学
資
金

貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
条
例
第
六
十
三
号

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島

県
条
例
第
二
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発

電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
つ
て
、
救
助
を
要
す
る
も
の
の
収
容
を
目

的
と
す
る
災
害
救
助
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号)

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
応
急

仮
設
住
宅
の
買
入
れ
に
対
す
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中｢

一
億
五
千
万
円｣

と
あ
る
の
は
、｢

五
億
円｣

と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総

務

課)

福
島
県
条
例
第
六
十
四
号

福
島
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
税
条
例(

昭
和
二
十
五
年
福
島
県
条
例
第
五
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中｢

第
十
六
項
ま
で｣

の
下
に｢

(

法
附
則
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
法
附
則

第
四
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
中｢

除
く
。)

｣

の
下
に｢

(

法
附
則
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
準
用

さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、｢

、
同
条
第
一
項｣

を｢

、
法
第
五
十
三
条
第
一
項｣

に
改
め

る
。第

三
十
九
条
の
四
第
四
項
中｢

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八
か
ら
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十
ま

で｣

を｢

第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
八(

法
附
則
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。)

、
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
九
、
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
の
十｣

に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
の
十
六
第
二
項
中｢

第
十
項｣

の
下
に｢

(

法
附
則
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

東
日
本
大
震
災
に
係
る
雑
損
控
除
額
等
の
特
例)

第
四
条
の
四

所
得
割
の
納
税
義
務
者
の
選
択
に
よ
り
、
東
日
本
大
震
災(

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一

日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を

い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
よ
り
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
資
産
に
つ
い
て
受
け
た

損
失
の
金
額(

東
日
本
大
震
災
に
関
連
す
る
や
む
を
得
な
い
支
出
で
施
行
令
附
則
第
二
十
四
条
第
一

項
で
規
定
す
る
も
の
の
金
額
を
含
み
、
保
険
金
、
損
害
賠
償
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
に
よ

り
埋
め
ら
れ
た
部
分
の
金
額
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

特
例
損
失
金
額｣

と
い
う
。)

に

つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
に
お
い
て
生
じ
た
同
号
に
規
定
す
る
損
失
の
金
額
と
し
て
、
法
第
三
十

二
条
第
九
項
及
び
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
た
金
額
に
係
る
当
該
特
例
損
失
金
額
は
、
そ
の
者
の
平
成
二

十
四
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年

に
お
い
て
生
じ
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

前
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
度
分
の
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書(

そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
県
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ

た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
同
条
第
四
項
の
確
定
申
告
書
を
含
む
。)

に
前
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合(

こ
れ
ら
の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
場
合
を
含
む
。)

に
限
り
、
適
用
す

る
。

附
則
第
五
条
の
四
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

東
日
本
大
震
災
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
適
用
期
間
の
特
例)

第
五
条
の
四
の
三

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
東
日
本
大
震
災
の
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被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。

以
下｢

震
災
特
例
法｣

と
い
う
。)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
前

二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
五
条
の
四
第
一
項
中｢

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条

又
は
第
四
十
一
条
の
二
の
二｣

と
あ
る
の
は｢

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
二
の
二｣

と
、
同
項
第
一
号
中｢

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条

第
二
項
若
し
く
は
第
四
十
一
条
の
二｣

と
あ
る
の
は｢

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関

係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租

税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
の
二｣

と
、
同
項
第
三
号
中｢

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
の
二
、｣

と
あ
る
の
は｢

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
二
の
二
若
し
く
は
租
税
特
別
措
置
法｣

と
、
前
条
第
一
項
中｢

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二
の
二｣

と
あ
る
の
は

｢

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
同
項
の
規
定
に
よ

り
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
二
の
二｣
と
、
同
項
第
一
号
中｢

租
税
特
別
措
置

法
第
四
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は
第
四
十
一
条
の
二｣

と
あ
る
の
は｢

東
日
本
大

震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
若
し
く
は

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
二｣

と
、
同
項
第
二
号
中｢

租
税
特

別
措
置
法
第
四
十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
の
二
、｣

と
あ
る
の
は｢

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等

に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法

第
四
十
一
条
の
二
の
二
若
し
く
は
租
税
特
別
措
置
法｣

と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中｢
租
税
特
別
措

置
法
第
四
十
一
条
の
二
の
二｣

と
あ
る
の
は｢

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
の
二
の
二｣

と
す
る
。

附
則
第
七
条
の
六
を
附
則
第
七
条
の
七
と
し
、
附
則
第
七
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

東
日
本
大
震
災
に
係
る
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
等
の
利
子
等
に
係
る
利
子
割
の
額
の
還
付)

第
七
条
の
六

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
か
ら
震
災
特
例
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
震
災

特
例
法
附
則
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
利

子
、
収
益
の
分
配
又
は
差
益
に
つ
い
て
第
三
十
八
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
り
徴
収
さ
れ
た
利
子
割
の

額
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
事
実
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
つ
て
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
も

の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
徴
収
さ
れ
た
利
子
割
の
額
が
あ
る
租
税
特
別
措
置
法
第
四
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
が
、
平
成
二
十
四
年
三
月
十
日
ま
で
に
、
知
事
に
対
し
、
当
該
徴
収
さ

れ
た
利
子
割
の
額
の
還
付
を
請
求
し
た
と
き
は
、
法
第
十
七
条
、
法
第
十
七
条
の
二
及
び
法
第
十
七

条
の
四
の
規
定
の
例
に
よ
つ
て
、
当
該
徴
収
さ
れ
た
利
子
割
の
額
を
還
付
し
、
又
は
当
該
勤
労
者
の

未
納
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
充
当
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中｢

次
の
各

号
に
掲
げ
る
過
誤
納
金
の
区
分
に
従
い
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日｣

と
あ
る
の
は
、｢

福
島
県
税
条
例

附
則
第
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
還
付
の
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
す
る
日｣

と
す
る
。

２

前
項
の
還
付
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
施
行
令
附
則
第
二
十
八
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
請
求
書
に
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

附
則
第
八
条
の
四
の
二
を
附
則
第
八
条
の
四
の
三
と
し
、
附
則
第
八
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

(

東
日
本
大
震
災
に
伴
う
申
告
等
の
期
限
の
延
長
に
係
る
中
間
申
告
納
付
の
特
例)

第
八
条
の
四
の
二

東
日
本
大
震
災
に
伴
い
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
申
告
及
び
納
付
に
関
す
る
期

限
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付(

以

下
こ
の
条
に
お
い
て｢

中
間
申
告
納
付｣

と
い
う
。)

に
係
る
期
限
と
当
該
中
間
申
告
納
付
に
係
る

事
業
年
度
の
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
係
る
期
限
と
が
同
一
の

日
と
な
る
場
合
は
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
中
間
申
告
納

付
を
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

附
則
第
九
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
家
屋
の
代
替
家
屋
等
の
取
得
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の

特
例)

第
九
条
の
六

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
若
し
く
は
損
壊
し
た
家
屋(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

｢

被
災
家
屋｣

と
い
う
。)

の
所
有
者
又
は
施
行
令
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第

三
号
に
掲
げ
る
者
が
、
当
該
被
災
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
知
事
が
認
め
る
家
屋(

以
下
こ
の
条
に
お

い
て｢

代
替
家
屋｣

と
い
う
。)

の
取
得
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
代
替
家
屋
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
条
の
十
九
第
五
項
第
二
号
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、

価
格
に
当
該
代
替
家
屋
の
床
面
積
に
対
す
る
当
該
被
災
家
屋
の
床
面
積
の
割
合(

当
該
割
合
が
一
を

超
え
る
場
合
は
、
一)

を
乗
じ
て
得
た
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

２

被
災
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て｢

従
前
の
土
地｣

と
い

う
。)

の
所
有
者
又
は
施
行
令
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
が
、

代
替
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
で
当
該
従
前
の
土
地
に
代
わ
る
も
の
と
知
事
が
認
め
る
土
地

の
取
得
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の

算
定
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
条
の
十
九
第
五
項
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
が
平
成

三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
価
格
に
当
該
土
地
の
面
積
に
対
す
る
当

該
従
前
の
土
地
の
面
積
の
割
合(

当
該
割
合
が
一
を
超
え
る
場
合
は
、
一)

を
乗
じ
て
得
た
額
を
価

格
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
の
二
の
九
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

揮
発
油
価
格
高
騰
時
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
規
定
の
適
用
停
止
措
置
の
停
止)
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第
十
条
の
二
の
十

前
条
の
規
定
は
、
震
災
特
例
法
第
四
十
四
条
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、

そ
の
適
用
を
停
止
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え

る
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

税

務

課)

福
島
県
条
例
第
六
十
五
号

福
島
県
高
校
生
修
学
支
援
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
高
校
生
修
学
支
援
基
金
条
例(

平
成
二
十
一
年
福
島
県
条
例
第
八
十
二
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
県
修
学
等
支
援
基
金
条
例

第
一
条
中｢

が
困
難
な
高
等
学
校(
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
及
び

専
修
学
校
の
高
等
課
程
を
含
む
。)

の
生
徒
の
教
育
を
受
け
る
機
会
の
確
保｣

を｢

、
就
園
又
は
就
学

が
困
難
な
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒(

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特

別
支
援
学
校
及
び
専
修
学
校
の
高
等
課
程
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

の
修
学
、
就
園
又
は
就
学
の
支
援｣

に
、｢

福
島
県
高
校
生
修
学
支
援
基
金｣

を｢

福
島
県
修
学
等
支
援
基
金｣

に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

私
学
法
人
課)

福
島
県
条
例
第
六
十
六
号

福
島
県
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
港
湾
整
備
事
業
特
別
会
計
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
十
四
号)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

繰
越
金｣

の
下
に｢

、
国
庫
支
出
金｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

港

湾

課)

福
島
県
条
例
第
六
十
七
号

福
島
県
奨
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

福
島
県
奨
学
資
金
貸
与
条
例(

昭
和
二
十
七
年
福
島
県
条
例
第
五
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
奨
学
生
に
な
ろ
う
と
す
る
者
が
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
で
あ
る
場
合
そ
の
他
特

別
の
理
由
が
あ
る
と
教
育
委
員
会
が
認
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
保
証
人
の
人
数
を
一
人
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
五
条
第
二
項
中｢

一
人｣

の
下
に｢

(

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
保
証
人
の
人
数
を
一
人
と

し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
保
証
人)

｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

学
習
指
導
課)
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